
〈
広
告
〉

国
税
専
門
官
募
集

　

ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
等
を
利
用

し
て
、
国
税
庁
Ｈ
Ｐ「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
申
告
書

を
作
成
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
読
取
対
応
の
ス
マ
ホ
等
が
あ
れ

ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
出
が
で
き

ま
す
。

 

ま
た
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携

を
利
用
す
る
と
、
控
除
証
明
書
等

の
必
要
書
類
の
デ
ー
タ
を
申
告
書

の
該
当
項
目
へ
自
動
で
入
力
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

【「
振
替
納
税
」が
便
利
で
す
！
】

　
『
振
替
納
税
』を
利
用
す
る
と
、

確
定
申
告
期
等
の
窓
口
が
混
雑
す

る
時
期
に
、
金
融
機
関
や
税
務
署

に
出
向
く
こ
と
な
く
、
振
替
日
に

自
動
で
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

令
和
5
年
分
の
確
定
申
告
で

『
振
替
納
税
』を
利
用
し
た
い
場

合
、
利
用
さ
れ
る
税
目（
所
得

税
・
消
費
税
）の
納
付
期
限
内
に

確
定
申
告
書
と「
振
替
依
頼
書
」を

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

〇
所
得
税

　

確
定
申
告（
納
付
）

　

期
限
：
3
月
15
日（
金
）

　

振
替
納
付
日
：
4
月
23
日（
火
）

〇
消
費
税

　

確
定
申
告（
納
付
）

　

期
限
：
4
月
1
日（
月
）

　

振
替
納
付
日
：
4
月
30
日（
火
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
八
雲
税
務
署

　
☎
0
1
3
7
│
63
│
2
1
4
8

※
自
動
音
声
が
流
れ
ま
す
の
で

「
2
」を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

　

札
幌
国
税
局
で
は
、
国
税
局
や

税
務
署
に
お
い
て
、
税
の
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
国

税
専
門
官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
2
0
2
3
年
度
か
ら
国
税

専
門
官
採
用
試
験
に
新
試
験
区
分

（
理
工
・
デ
ジ
タ
ル
系
）が
創
設
さ

れ
ま
し
た
。

　

新
試
験
区
分（
理
工
・
デ
ジ
タ

ル
系
）で
は
、
基
礎
数
学
、
情
報

数
学
・
情
報
工
学
、
物
理
、
化
学

等
が
試
験
科
目
に
設
定
さ
れ
て
お

り
、
幅
広
く
理
工
・
デ
ジ
タ
ル
系

の
方
が
受
験
し
や
す
い
試
験
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

法
文
系
の
方
は「
国
税
専
門
Ａ

区
分
」、
理
工
・
デ
ジ
タ
ル
系
の

方
は「
国
税
専
門
Ｂ
区
分
」で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

2
0
2
4
年
度
の
採
用
試
験
の

概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
す（
Ａ

区
分
・
Ｂ
区
分
共
通
）。

【
受
験
資
格
】

①
平
成
6
年
4
月
2
日
か
ら
平
成

15
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
者

②
平
成
15
年
4
月
2
日
以
降
生
ま

れ
の
者
で
大
学
を
卒
業
す
る
見

込
み
の
者
な
ど
別
に
定
め
る
者

【
申
込
受
付
期
間
】

　

申
込
み
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
り
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

2
月
22
日（
木
）
午
前
9
時
〜

　

3
月
25
日（
月
）〔
受
信
有
効
〕

　

申
込
専
用
ア
ド
レ
ス

　

https://w
w
w.jinji-shiken.

　

go.jp/juken.htm
l

【
第
１
次
試
験

　

基
礎
能
力
試
験
、
専
門
試
験

（
多
肢
選
択
式
及
び
記
述
式
）】

　

5
月
26
日（
日
）

【
第
2
次
試
験

　
人
物
試
験
お
よ
び
身
体
検
査
】

　

6
月
24
日（
月
）〜
7
月
5
日

（
金
）の
う
ち
指
定
さ
れ
た
日

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
札
幌
国
税
局
人
事

第
2
課
採
用
担
当

　
☎
0
1
1
│
2
3
1
│
5
0
1
1

　

ま
た
は
最
寄
り
の
税
務
署（
総

務
課
）に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

労
働
基
準
関
係
法
令
に
基
づ
い

て
労
働
条
件
の
確
保
・
向
上
、
働

く
人
の
安
全
や
健
康
の
確
保
を
図

り
、
ま
た
、
不
幸
に
し
て
労
働
災

害
に
あ
わ
れ
た
方
に
対
す
る
労
災

補
償
の
業
務
を
行
う
労
働
基
準
監

督
官
の
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り

実
施
し
ま
す
。

【
受
験
資
格
】

①
平
成
6
年
4
月
2
日
〜
平
成
15

年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
者

②
平
成
15
年
4
月
2
日
以
降
生
ま

れ
の
者
で
次
に
該
当
す
る
も
の

・
大
学（
短
期
大
学
を
除
く
）を
卒

業
し
た
も
の
お
よ
び
令
和
7
年

3
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業
す
る

見
込
み
の
者

・
人
事
院
が
前
記
と
同
等
の
資
格

が
あ
る
と
認
め
る
者

【
申
込
方
法
・
受
付
期
限
】

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

　

3
月
25
日（
月
）
※
受
信
有
効

【
第
1
次
試
験
】
5
月
26
日（
日
）

【
第
2
次
試
験
】

　

7
月
9
日（
火
）〜
12
日（
金
）

の
う
ち
指
定
さ
れ
た
日

税務署からの
お知らせ

北海道労働局
からの
お知らせ

や
っ
て
み
ま
せ
ん
か

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で
の

確
定
申
告

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
北
海
道
労
働
局
総
務
部

　
総
務
課
人
事
第
一
係

　
☎
0
1
1
│
7
0
9
│
2
3
1
1

　
ま
た
は
最
寄
り
の
各
労
働
基
準

監
督
署（
支
署
）を
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。
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